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摂津市保健福祉部高齢介護課 202003 

 

１ 介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等について 

 

（１） 申請から指定までの流れ 

原則、前月の 10 日までに受理した申請について、翌月 1 日付けで指定を行っています。
申請受付から指定までの流れは以下のとおりです（土・日・祝日及び 12月 29日～1月 3日
を除く）。 
 
【お願い】 
※申請期間以外は、当該事業における指定申請の受付等は行いません。 
※申請受付期間等については、変更となる場合があります。 
※申請予約締め切り期日前であっても、予約枠に限りがありますので、あらかじめ余裕を
もって予約をお願いします。 

※申請の予約は、事業開始日（指定日）の３カ月前から受付します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21日頃  （１日）      10日     20日頃        1日 

 

 

（２） 申請 

指定を受けるにあたっては、申請期間内に申請書を提出してください。 

（書類に不備がある場合は、上記期間内に補正し、再度の来庁をお願いしています） 

       

（３） 指定申請受付について 

指定申請については、予約制としております。「申請予約締め切り日」までに、必ず電

話等で予約の上ご持参ください。（予約されていない場合は、受付できませんのでご留意

ください。） 

【申請予約等問い合せ先】 

摂津保健福祉部高齢介護課介護保険係 

電 話：０６（６３８３）１３７９ 

※申請書類の補正期間を確保するため、初回の来庁は、事業開始日の前々月までを基

本とします。 

  （例）１２月１日指定の場合・・初回来庁は１０月２１日から１０月３１日まで 

 

（４） 指定事業者の決定 

審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として指定します。 

①申請期間（補正含む） 

③指定書交付 

事業開始日 

（指定日） 

②指定時研修 

事業者指定申請（居宅介護支援事業） 
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２ 申請に係る手数料 

指定申請には、摂津市手数料条例の一部を改正する条例（平成 30年摂津条例第 8号）

に基づく以下の手数料が必要です。 

 
区分 手数料 

居宅介護支援 ３０，０００円 

 

４ 指定を受けるための要件について 

①  法人であること。 

定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること。 

【株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合】 

（記載例） 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

  定款に記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了さ

せておいてください。 

【医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人（特定非営利活動

法人を除く。）の場合】 

定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督

官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。なお、

登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させ

てください。 

②  事業所従業者の知識及び技能並びに人員が、 

居宅介護支援事業の場合は、「摂津市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成３０

年摂津市条例第 1号)に定める基準及び員数を満たしていること。 

③  事業所の設備が、摂津市条例に定める基準を満たしていること。 

④ 厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができる 

こと。 

   ＊事務所名称については、既に他事業所で指定を受け使用されている名称は使用し

ないでください。 

※ 指定は、サービスの種類及び事業を実施する所在地ごとに受ける必要があります。 
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５ 人員及び設備に関する基準について 

 

（１）人員に関する基準 

職 種 資 格 要 件 配置基準概要 

管理者 介護支援専門員 主任介護支援専門員であって、専ら

その職務に従事する常勤の者１名 

介護支援専門員 介護支援専門員 

 

指定居宅介護支援の提供に当たる

常勤の者１名以上（利用者の数が３

５又はその端数を増すごとに１） 

【注】 

① 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められて

いる常勤の従業者が勤務すべき時間（３２時間を下回る場合は３２時間を基本）

に達していることをいいます。 

② 「専ら従事する」とは、原則として、サービス提供時間を通じて当該サービス以

外の職務に従事しないことをいいます。 

③ 介護支援専門員の数は、事業所として担当する利用者数に応じて（利用者の数が

３５人又はその端数を増すごとに１名）増員することが望ましい。ただし、増員

に係る介護支援専門員については非常勤とすることが可能。 

 

（２）設備に関する基準 

設 備 基準概要 

事業の運営を行うた

めに必要な広さの区

画 

・ 専用の事務室を設けることが望ましい（他の事業の用に供

するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事

務室も可） 

・ 相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペー

スを確保すること ※1 

必要な設備・備品 ・居宅介護支援事業を実施するために必要な設備・備品 ※2 

【注】 

※1「会議室」は、４名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービス担当

者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したものであること。 

※2 例）机・椅子・鍵付き書庫等 
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６ 指定申請に必要な書類と作成方法 

 

（１）指定申請に必要な書類 

① 指定居宅介護支援事業者申請書（様式第１号） 

② 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項（付表１０） 

③ 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧（付表１０（別紙）） 

④ 添付書類 

 

（２）申請書類作成にあたっての留意事項 

① 使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してく

ださい。 

 

② 申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、Ａ４サイズ（日本工業規格Ａ列

４番）としてください。 

 

（３）申請に必要な書類の説明 

① 指定居宅介護支援事業者申請書（様式第１号） 

記入例をご参照ください。 

② 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項（付表１０） 

記入例をご参照ください。 

③ 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧（付表１０（別紙）） 

記入例をご参照ください。 

④ 添付書類 

ア 申請者の定款、寄附行為等の写し及びその登記事項証明書又は条例等の写し 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 法人登記事項

証明書 

 ・申請に係る事業を実施する旨の記載がある

ことが必要です。 

・発行日より３ヶ月以内のものを添付してく

ださい。 
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イ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 従業者の勤務

体制及び勤務

形態一覧表 

参考様式 ・管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数

（４週間分）を記載してください。 

・職種は、管理者、介護支援専門員、その他

（事務員等）に区分して記載してください。 

・常勤換算は、管理者・その他（事務員等）

を除き、介護支援専門員（管理者を兼務す

る者を含む）として従事する者の勤務時間

数により換算してください。 

□ 介護支援専門

員証の写し 

 ・介護支援専門員証の写しを「当該事業所に

勤務する介護支援専門員一覧」に記載した

氏名の順に並べて提出してください。 

□ 組織体制図 参考資料 

 

・管理者や従業者が他の事業の職務を兼ねる

場合は、兼務関係が明確にわかるように作

成してください。 

 

ウ 事業所の管理者の資格証等の書類 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 管理者の介護

支援専門員の

資格を証明す

るものの写し 

 ・介護支援専門員との兼務の場合で、上記イ

で添付する場合は不要。 

□ 管理者の主任

介護支援専門

員の資格を証

明するものの

写し 

 ・主任介護支援専門員研修の修了証明書の写

しを提出してください。 

 

エ 事業所の平面図 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 平面図 参考様式 ・当該事業に使用する箇所（事務室、相談室、

会議室等）のレイアウト及び備品（机、椅

子、鍵付き書庫）の配置及び各部屋の面積

がわかるように作成してください。 

□ 案内図  ・最寄駅から事業所までの案内図（事業所名、

所在地、連絡先、最寄り駅からの所要時間

等記載したもの）を作成してください。 

・パンフレット等を作成しており、上記の項

目が記載されている場合は、それを添付し

ていただいても結構です。 
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□ 賃貸借契約書

の写し 

 ・事業所が申請者（法人）所有でない場合に

添付してください。 

 

オ 運営規程 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 運営規程 参考資料 ・以下の内容を具体的に記載した運営規程を

作成してください。 

 ①事業の目的及び運営の方針 

②職員の職種、員数及び職務内容 

③営業日及び営業時間 

申し込みや相談受付が可能な日・時間を

記載してください。また、年間の休日も

記載してください。 

④指定居宅介護支援の提供方法、内容及び

利用料その他の費用の額 

⑤通常の事業の実施地域 

市町村（政令市にあっては区）単位での

設定を基本とします。同一市区町村内で

詳細に定める場合は、客観的にわかるよ

うに定めてください。 

⑥その他運営に関する重要事項 

 

カ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 利用者からの

苦情を処理す

るために講ず

る措置の概要 

参考様式 

 

・次の事項について、具体的に記載してくだ

さい。 

①利用者等からの相談又は苦情等に対応す

る常設の窓口・担当者の設置（担当者名

や連絡先） 

②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処

理体制・手順 

③苦情があったサービス事業者に対する対

応方針等 

④その他参考事項 



 7 

キ 当該申請に係る事業に係る損害賠償発生時に対応しうることを証明した書類 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 損害賠償発生

時に対応しう

ることを証明

する書類 

 ・保険に加入している場合は、損害賠償責任

保険証書の写し（手続中の場合は、申込書

と領収書の写し）を添付してください。 

・申請事業が保険の対象と分からない場合、

保険のパンフレット等の添付も必要です。 

 

ク 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 関係市町村並

びに他の保健

医療・福祉サー

ビスの提供主

体との連携内

容 

参考様式 ・次の事項について具体的に記載してくださ

い。 

 ①関係市町村との連携内容 

 ②他の保健医療・福祉サービスの提供主体

との連携内容 

 ③その他の参考事項 

 

ケ 当該申請に係る事業に係る居宅介護支援計画費の請求に関する事項を記載し

た書類 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 介護給付費の

算定に係る体

制等状況一覧 

参考様式 ・算定する内容により、加算等に係る別紙等

の添付書類が必要です。 

 

コ 当該申請に係る事業の指定を受けるにあたって、居宅介護支援事業にあって

は、介護保険法第 79条第２項各号に該当しない旨の誓約書 

※ 提出書類 様式等 説 明 

□ 誓約書 参考様式 ・署名欄に、法人住所、法人名称、代表者の

職氏名を記入し法人の代表者印を押印して

ください。 

 

（４） 申請書類の提出方法 

 

○ 書類の提出の前に「居宅介護支援事業者の申請に必要な書類一覧（チェックリス

ト）」により漏れがないか確認の上ご提出ください。 

○ 提出の際には、申請者控えを１部ご用意ください。 

 

７ 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について 

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

申請にあたり届出が必要な場合は、申請と同時に届出てください。 

＜介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/gyoumukanritaisei.html 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/gyoumukanritaisei.html

